
オスマン帝国とヨーロッパ
17世紀末から18世紀における対カトリック政策から

上野雅由樹

はじめに

1699年にオスマン帝国はカルロヴィッツ条約を結び、ハプスブルクやヴェ
ネツィア、ポーランドからなる神聖同盟との15年を超える戦争を終えた。こ
の講和条約によりオスマン帝国は、ヨーロッパの国際関係のルールを受容
し、領土拡張を想定したそれまでの対ヨーロッパ関係から平和を前提とした
相互交流の時代へと移行していった。これを受けて18世紀には、オスマン帝
国とヨーロッパ諸国とのあいだでの人々の往来は飛躍的に増大し、相互理解
は深まり、お互いのあいだで異文化の受容も進んでいった。このように、神
聖同盟との戦争とカルロヴィッツ条約は、オスマン帝国とヨーロッパ諸国の
関係においてひとつの転機となったのであり、さらに言えばその17世紀末葉
は、税制や社会のあり方の点でも、オスマン帝国の歴史にとって大きな転換
点をなしていたのである1）。

これまでの研究蓄積により、近世のオスマン帝国がヨーロッパ諸国と深い
関係を有していたこと、ヨーロッパ史の一アクターと見なすべき存在である
こと、それだけに、アジア諸地域とは異なり、近世からの連続性をふまえて
ヨーロッパ近代との対峙を捉える必要があることはすでに広く理解されてい
る。また、ヨーロッパに対するオスマンの従属に至る過程としてその近世史

・1） Ali Yaycıo lu, “Karlofça Ânı: Osmanlı Imparatorlu u 18. Yüzyıla Nasıl Ba ladı?,”
Tarih ve Toplum Yeni Yakla ımlar 18（2021）: 8―56. 17世紀末を転機とする見方に
関して、Rifa‘at Abou-El-Hajj, Formation of the Modern State : The Ottoman Empire,
Sixteenth to Eighteenth Centuries（Syracuse: Syracuse University Press,2005）．
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を捉えるヨーロッパ中心史観も見直されつつある2）。こうしたなか、カルロ
ヴィッツ後のオスマン帝国史は、その弱体化と周縁化を示すものとしてでは
なく、新たな時代への積極的な適応過程として理解すべきとの認識も共有さ
れるようになってきた。本章では、こうした理解に貢献し、また、対ヨー
ロッパ関係という点でアジア諸地域とオスマン帝国の違いを示すために、オ
スマン帝国の対カトリック政策の転換を扱う。

カトリックの世界布教が16世紀に進むなかで、聖地エルサレムを擁し、西
ヨーロッパから比較的行き来しやすいオスマン帝国は重要な布教地のひとつ
だった。オスマン領において、ムスリムに対して布教を行うことは宣教師の
身の危険につながったことから、布教活動の存続を優先した宣教師たちは、
帝国人口の3割ほどを占めた正教会やアルメニア教会、シリア教会などに属
する諸宗派のキリスト教徒を主な布教対象とした。彼らをカトリックに改宗
させ、将来的に教会合同を成し遂げることは、カトリック教会の正統性を
ヨーロッパ内部において示す意義もあった。宣教師の活動とオスマン側の対
応についてはオスマン・ヨーロッパ関係の一側面として研究が進められてお
り、正教会とアルメニア教会がオスマン政府の後援を得て布教活動に対抗し
たこと、オスマン政府はカトリックよりも正教会やアルメニア教会の利害を
優先したこと、特に18世紀にはカトリックへの改宗と布教活動に対してオス
マン政府が厳しい対応をとるようになったことが論じられてきた3）。ただ

し、こうした議論においては正教会とアルメニア教会およびそれらの信徒の
行為主体性が強調される反面、オスマン帝国上層の利害や事情については軽
視されるきらいがある4）。

本章では、17世紀末から18世紀におけるカトリックへの対応の変化を対神
聖同盟戦争とカルロヴィッツ条約がもたらした転換の一側面として捉えるこ
とで、オスマン帝国の対カトリック政策を再検討する。オスマン帝国にとっ
て、カトリックの布教と改宗の禁止は、神聖同盟との戦争に起因するカト
リックに対する警戒の高まりに端を発するが、同様の方針が18世紀以降も保
持されたことは注目に値する。平和外交を基調とし、西ヨーロッパからの
人々の流入が増加するなかで、オスマン帝国は、それまで容認してきた布教
活動を禁じ、さらに改宗を禁じること、すなわち自国のキリスト教徒臣民に
制約を課すことで対処した。そして、彼らの信仰を監督するために、アルメ
ニア教会と正教会の聖職者機構と協力関係を深めることを選んだ。こうした
変化を跡づけるべく、以下では、17世紀末から18世紀の展開を見ていきた
い。

2） 日本語での成果をいくつかあげるとすれば、新井政美『オスマン VS ヨーロッパ
―「トルコの脅威」とは何だったのか―』講談社、2002年；藤波伸嘉「主権と宗主
権のあいだ―近代オスマンの国制と外交―」（岡本隆司編『宗主権の世界史―東西ア
ジアの近代と翻訳概念―』名古屋大学出版会、2014年）；堀井優『近世東地中海の形
成―マムルーク朝・オスマン帝国とヴェネツィア人―』名古屋大学出版会、2022年。

3） Charles A. Frazee, Catholics and Sultans : The Church and the Ottoman Empire
1453-1923（London : Cambridge University Press,1983）; Guillaume Aral, “La Ju-
ridiction du Saint-Siege de Rome sur les Armeniens Catholiques（XVIIe―XIXe

siècle）”（PhD diss., Université de Nice,2001）; Elif Bayraktar Tellan, “The Clash of

‘Rum’ and ‘Frenk’ : Orthodox-Catholic Interactions on the Aegean Islands in the Mid
-Seventeenth to Mid-Eighteenth Centuries and their Impact in the Ottoman Capital,”
in Islands of the Eastern Mediterranean : A History of Cross-Cultural Encounters, ed.
Özlem Çaykent and Luca Zavagno（London : I.B. Tauris,2014）,64―78；Cesare San-
tus, Transgressioni Necessarie : Communicatio in Sacris, Coesistenza e Conflitti tra
le Comunità Cristiane Orientali（Levante e Impero Ottomano, XVII―XVIII Secolo

（Rome : École Française de Rome,2019）; Ba ak Tu , “Marya’nın ikâyeti : Taciz mi
Mezhep De i tirme mi? 18. Yüzyıl Ankarası’nda Katolik Ermeniler,” Kebikeç50

（2020）: 43―62．
4） この点を克服する方向での成果として、Cesare Santus, “Sheikh ül-islam Feyzullah

Efendi and the Armenian Patriarch Awetik‘ : A Case of Entangled Confessional Dis-
ciplining?,” in Entangled Confessionalizations? : Dialogic Perspectives on the Politics
of Piety and Community-Building in the Ottoman Empire, 15th―18th Centuries, ed. Ti-

!jana Krstic and Derin Terzio lu（Piscataway: Gorgias Press,2022）,233―254．
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1．17世紀までのカトリックの処遇

オスマン集団が1300年頃にアナトリア北西部で頭角を現し、その後、支配
領域を拡大して帝国へと成長するなかで、その統治下には諸宗派のキリスト
教徒が組み込まれていった。これまでの研究は、これら諸宗派のうち、バル
カン半島やアナトリアに多くの信徒を有した正教会とアルメニア教会をオス
マン帝国が優遇し、両教会の利害をカトリックのそれに優先したと理解する
傾向にある。ただし、17世紀までの時代において、ハンガリーやボスニア、
エーゲ海の島嶼部にはオスマン臣民となったカトリックの信徒がかなりの
数、存在したのであり、彼らは必ずしも冷遇されたわけではなかった。オス
マン帝国はローマ教皇と対立関係にあったと言われるが、教皇を長とするカ
トリック教会を総体と見なし、その信徒すべてを敵視したわけではなく、ま
た、地域社会レベルでカトリックと正教会の信徒が争ったとしても、必ずし
も後者の主張を認めたわけでもなかった。オスマン帝国のこうした態度は、
既存の宗派秩序を維持することを優先したものだったと理解されている5）。

聖職者の扱いという点でも、カトリックの処遇は他のキリスト教徒の場合
と類似していた。オスマン帝国は、総主教や主教、マルハサといったキリス
ト教諸宗派の高位聖職者に対し、彼らからの求めに応じて貢納の支払いと引
き替えに勅許状を付与し、彼らの権威を認めることを慣行としていた6）。カ
トリックの場合も、少なくともエーゲ海島嶼部の司教たちに対しては同様の
扱いをしていたことが、17世紀後半にイングランドの駐イズミル領事を務め

たリコーの記述や、18世紀初頭の文書から確認することができる7）。文書の
一例を挙げれば、1712年には、スィロス島の司教が死亡し、その後任として
別の聖職者を任命することを求めるために、帝都イスタンブルにおけるカト
リックの利益代表として、フランス大使が嘆願書を提出している。オスマン
政府側は先例に従い、この要望を認めて勅許状を付与することを決定してお
り、正教会やアルメニア教会の場合と同様に、カトリックの高位聖職者を帝
国の制度的枠組みのなかに位置づけていたこと、それにあたって外国人が関
与することを問題視していなかったことが確認できる8）。

また、オスマン帝国は、西ヨーロッパから流入したカトリック宣教師の布
教活動に関しても、ムスリムを対象としない限りは基本的に容認していた。
バルカン半島では中世以来、フランシスコ会の活動が見られたものの、16世
紀のカトリック改革後の布教活動がオスマン領で本格化するのはアジア諸地
域に比して遅く、16世紀終盤のことだった。1583年にはイエズス会が、イス
タンブルから金角湾を挟んだ北方対岸のガラタに拠点を築き、その後、カプ
チン会もフランス王の援助を受けて参入した9）。1604年の時点ですでにオス
マン帝国は、友好国フランスに与えたカピチュレーションにおいて、カト
リックの聖職者の往来と聖地エルサレムへの巡礼を許可し、オスマン領内に
おける彼らの活動に法的裏づけを与えていた。さらに、1673年のカピチュ

5） Vjeran Kursar, “Ambiguous Subjects and Uneasy Neighbors: Bosnian Francis-
cans’ Attitudes toward the Ottoman State, “Turks,” and Vlachs,” in Disliking Others :
Loathing, Hostility, and Distrust in Premodern Ottoman Lands, ed. Hakan T. Ka-
rateke, H. Erdem Çıpa, and Helga Anetshofer（Boston: Academic Studies Press,
2018）,151,177．

6） Hasan Çolak and Elif Bayraktar Tellan, The Orthodox Church as an Ottoman Insti-
tution : A Study of Early Modern Patriarchal Berats（Istanbul: Isis Press,2019）．

7） Paul Rycaut, The Present State of the Greek and Armenian Churches, anno Christi
1678（London,1679）,108,109. （https : //quod.lib.umich.edu/e/eebo/A58002.0001.
001?view=toc、2022年7月5日最終閲覧）

8） BOA, D.PSK4/89（1712/4/4）．なお、著者は2005年に出版した論文において1820
年代から30年代のアルメニア・カトリックに対するオスマン帝国の政策の変化を
扱った際、近世期の状況に関して理解しないまま不正確に論じてしまったことがあ
り、今となっては深く反省している。上野雅由樹「マフムト2世期オスマン帝国の
非ムスリム統合政策―アルメニア・カトリック共同体独立承認の事例から―」（『オ
リエント』第48巻第1号、2005年）。本章はその反省と、その後のオスマン帝国史研
究の蓄積の上に成り立っている。

9） Frazee, Catholics and Sultans, chaps.5,6．
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レーションではフランスに対し、他国の者も含めたカトリック聖職者の庇護
権を付与している10）。東アジアの諸地域がはるか遠方から来訪した他者と
して宣教師を迎えたのと異なり、オスマン帝国にとって宣教師は、外交関係
を有する国々からの来訪者であり、中世以来の伝統の延長上に、イスラーム
法とカピチュレーションの規範に従って扱うべき存在だった。

こうした態度の一端は、フランス大使の要請を受け、1690年に帝国各地の
地方官に対して発せられた命令の写しから確認することができる11）。フラ
ンス大使の主張では、正教会やアルメニア教会の一部の信徒が、自分たちの
聖職者が解決できない信仰上の難問の解決をイエズス会やカプチン会の宣教
師に求めた。こうしたなか他の信徒は、オスマン役人に密告して宣教師に罰
金を科させようとしたため、フランス大使がこれをやめさせるために中央政
府に嘆願書を提出したところ、オスマン政府はこの要望を受け入れた。宣教
師への介入を不当とする根拠として大使が言及し、またオスマン政府が認め
たのはカピチュレーションと、聖職者の活動を保障すべくオスマン側が発し
た文書だった。それらのなかでは、どの民族（cins）の者であっても「フラン
ク人の宗派」の聖職者が「昔からいる場所で」自身の儀礼を行うことを妨害
されることなく「都市や町、村々を回り、領事がいる場所や聖堂にとどまっ
て滞在し、自らの宗派と無益な儀礼に従って（kendi tarikleri ve ayin-i batılları

・üzere）礼拝と説教を行い、学校でイエスの民（Iseviler）に救い主の知を教える
こと」に干渉や侵害がなされないことが命じられていたという。

この事例に見られるように、17、18世紀のオスマン・トルコ語文書では、
あいまいにヨーロッパの人々を指す言葉として「フランク人（Frenk/

Efrenc）」という単語が用いられており、プロテスタント諸派への認識が乏
しいなかでは、カトリックは「フランク人の宗教／宗派」と表現されること
が通例だった。領事への言及から推測されるように、オスマン帝国は、ヨー

ロッパ諸国からオスマン領を訪れ、一時的に滞在する人々の宗教上の必要を
満たすために聖職者の来訪を認めたのであり、オスマン臣民に布教し、彼ら
を改宗させることを明示的に許可したわけではなかった。そうでありながら
も、ここでは、聖職者が各地を回り、キリスト教徒一般に教えを説くことが
容認されていたことが確認できる。1690年の時点では、オスマン臣民の正教
会やアルメニア教会の信徒が宗派の異なる外来の聖職者を頼ったとしても、
オスマン当局はとりたてて問題視していなかったのである。

カトリックの宣教師にとっても、オスマン領となった東地中海地域は決し
て未知の世界ではなく、行き来するのも比較的容易な土地だった。オスマン
領に併合される以前の中世後期から、バルカンにはフランシスコ会が流入
し、カトリックの布教を行っていた12）。オスマン領にイタリア系商人が以
前から足場を築いていたこと、オスマン臣民となったカトリックの信徒が存
在したことは宣教師の活動にとって有利に働いた。彼らが布教の対象とした
のも、宗派は違うとはいえ同じキリスト教徒である正教会やアルメニア教会
の信徒であり、彼らとのあいだには乗り越えるべき文化面での落差は他地域
ほどには大きくなかった。

またローマ教皇庁は、カトリックに改宗した、あるいはそれが見込まれる
オスマン臣民を招来することもできた。1576年に教皇庁はローマにギリシア
学院を設置し、ギリシア系オスマン臣民を受け入れたと言われている。さら
に、教皇庁の布教聖省は、1627年には宣教師養成を目的としてウルバノ学院
を設立し、ここにオスマン臣民のキリスト教徒を招くための奨学金を設け
た。これにより、彼らを宣教師として育成し、オスマン領に送り返してカト
リックの布教を行わせることができた13）。例えば、エルズルム地方の民間
伝承では、同地の小村出身者が1660年にローマに旅し、カトリックに改宗し

10） Maurits H. van den Boogert, The Capitulations and the Ottoman Legal System:
Qadis, Consuls and Beratlıs in the 18th Century（Leiden : Brill,2005）,102．

11） BOA, A. DVNSDVE.d.28―3, p.32（1690/3/2―11）．

12） 秋山晋吾「近世国制とディアスポラ―18世紀トランシルヴァニアのカトリック・
ブルガリア人―」（小沢弘明、山本明代、秋山晋吾編『つながりと権力の世界史』彩
流社、2014年、29～31頁）; Frazee, Catholics and Sultans, chap.2．

13） Frazee, Catholics and Sultans,69―70,91―92．
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て帰郷後に布教を行ったことが伝えられているという14）。また、1710年付
の勅令の記録では、メルコンという名のアルメニア人聖職者が「フランク人
の国（Frengistan）に数年滞在」した後、アナトリア南東部のマルディンに
やってきて同地のアルメニア人をカトリックに改宗させようとしていること
が述べられている15）。この例が示唆するように、カトリック改宗者のなか
には正教会やアルメニア教会などの聖職者の姿も目立った。聖職者を改宗さ
せることは、信徒へのカトリック信仰の拡大に大きく寄与したと考えられ
る。カトリック信仰を表向きは隠しながらもともとの宗派の聖職者として活
動する者たちもおり、そうした人物が高位聖職者に選ばれた後にカトリック
信仰を保持していることが発覚し、問題となることもあった16）。ヨーロッ
パ出身者とオスマン臣民による布教活動の結果、オスマン臣民のなかでも特
にアルメニア人キリスト教徒が多くのカトリック改宗者を出したと言われて
いる17）。

また、カトリックの宣教師たちは、イスタンブルに常駐していたフランス
大使と連携し、その支援を得ながら活動することができた。この点で注目に
値するのは正教会イスタンブル総主教ルカリスの事例である。フレイズィに
よれば、ルカリスは、カルヴァン派との交流に積極的である一方、反カト
リックの姿勢を強く示した人物であり、ギリシア語での活版印刷をイスタン
ブルで導入して反カトリックの著作を印刷するなどした。こうした彼の姿勢
を受け、フランス大使とイエズス会がオスマン政府高官に働きかけたこと
で、オスマン政府は何度もルカリスを解任し、たびたびその復位を認めてい
る。最終的にルカリスは、コサックによるオスマン領アゾフ占領に関与した

との嫌疑をかけられ、1638年に処刑されたという18）。このように、オスマ
ン帝国上層は、17世紀の時点ではカトリックの布教活動を必ずしも敵視して
いたわけではなかったのである。

2．「教皇の宗教」との戦い

カトリックの布教活動に対するオスマン帝国の容認姿勢は17世紀末に変化
することになる。その背景には神聖同盟との戦争があった。1683年にウィー
ン包囲が失敗に終わると、ハプスブルク、ポーランド、ヴェネツィアのカト
リック諸国は、利害の一致とローマ教皇の支持もあって神聖同盟を結成し、
オスマン帝国と戦った。ただし、神聖同盟側には正教国ロシアが後に加わる
一方、フランスはむしろ1688年からハプスブルクへの侵攻を行ったのであ
り、オスマン対カトリック諸国という構図で戦争が行われたわけでは必ずし
もなかった。前節で述べたようにオスマン側は、1690年の時点ではフランス
大使の訴えに応じて、カトリック宣教師に対する妨害をやめさせる命令を出
すなど、カトリックの利益代表にして友好国のフランスに配慮し続けてお
り、カトリックの布教活動に対するそれまでの姿勢を維持していたと見られ
る。

こうしたなか、ローマ教皇やカトリックに対するオスマン帝国上層の疑念
と危機感を高めたのは、オスマン臣民カトリック信徒が多かったヒオス島を
ヴェネツィアが1694年に征服した際、島のカトリック住民がオスマン帝国を
裏切ったという理解だった19）。翌年にこの島を取り返したオスマン帝国

14） Henry R. Shapiro, “Falling Out of Love with the Franks : The Life and Writings of
an Armenian Catholic Diplomat in the Service of Late Safavid Persia,” Iranian Stud-
ies54, no.3―4（2021）: 577．

15） BOA, A.DVNSMHM.d.117, p.51, no.211（1710/12/3―12）．
16） BOA, A.DVNSMHM.d.112, p.51, no.140（1701/10/4―13）．
17） Frazee, Catholics and Sultans,178．

18） Frazee, Catholics and Sultans,84,85,92―94; Elif Bayraktar Tellan, “The Patriarch
and the Sultan: The Struggle for Authority and the Quest for Order in the
Eighteenth-century Ottoman Empire”（PhD diss., Bilkent University,2011）,60―72．

19） 1688年には、ブルガリアのカトリック信徒たちがハプスブルクの呼びかけに応じ
てオスマン帝国に対して武装蜂起を行った。戦争終結後、彼らの一部は、ハプスブ
ルク領へと移住したという。秋山「近世国制とディアスポラ」。
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は、島のカトリックの聖堂を破壊することを命じた20）。主要な3つの聖堂
はモスクに転用されたとも言われている21）。さらに、島に残ったカトリッ
ク臣民をアナトリア北西部のブルサとその近郊に移住させることも命じられ
た。ただし、その際、移送中に彼らに害が加えられないこと、彼らが移住先
で「フランク人の服装」で歩き回らず、正教徒と同じ格好をさせることが申
し添えられていた22）。ここからは、戦時中にオスマン臣民のあいだで排外
的傾向が高まっていた可能性と、そうしたなかでフランスを刺激することを
避けようとするオスマン側の意図を見ることができる23）。

このとき、オスマン政府の対応はヒオス島のカトリック臣民を罰すること
にとどまらなかった。英訳版のみを見つけることができた1695年付の勅令で
は、「ローマ教皇の手先（Agents of the Roman Pope）」にして「我が帝国内の
間諜（Spies in our Empire）」であるヒオス島のカトリック聖職者が信徒を扇動
しており、それに警戒すべきとの報告があったことが述べられ、ローマ教皇
を敵視する見方が示される。つづいて、カトリックの聖職者が帝国各地を回

り、信徒に彼らの信仰を説いていることが述べられる。こうした状況を受
け、勅令では、カトリックに改宗したオスマン臣民が元の信仰に戻ること
と、カトリック聖職者による布教を禁じることが命じられている。この勅令
を受けてフランス大使は、イエズス会に対してオスマン臣民のキリスト教徒
と関わることを控えるように伝えたという24）。

その後の展開は、1695年の勅令が帝国全体に影響を及ぼすものであったこ
とを示唆している。1697年と1698年には、イスタンブルのアルメニア人たち
がオスマン政府に嘆願書を提出し、カトリックに改宗したアルメニア人とカ
トリック宣教師の布教活動に対して何らかの対応をとることを求め、これを
受け入れられたことが確認できる。嘆願者たちは要望を述べるにあたり、カ
トリック改宗者たちを「古来の儀礼を放棄し、教皇の宗教に従った」者たち
と表現し、教皇に従って「ヒオス島のフランク人」が裏切ったことにも言及
しており、1695年の出来事を参照したことが見てとれる。そして彼らは、教
皇が派遣した聖職者たちが地方から地方へと旅し、正教会やアルメニア教会
などのオスマン臣民キリスト教徒をカトリックに改宗させていることを問題
として取り上げる25）。同様の訴えはアレッポのシリア教会信徒からも出さ
れており、教皇から派遣された聖職者たちが変装し、諸宗派のオスマン臣民
キリスト教徒を改宗させようとしていることが述べられている26）。こうし
た記述からは、アルメニア教会やシリア教会の聖職者や信徒たちが、カト
リックの布教活動に対抗するために、戦争時に生じた出来事を戦略的に利用
する姿を見ることができる。

20） BOA, A.DVNSMHM.d.106, p.191, no.736（1695/6/23―7/2）．
21） Muzaffer Özgüle , “A Missing Royal Mosque in Istanbul that Islamized a Catholic

Space : The Galata New Mosque,” Muqarnas34（2017）:167．
22） BOA, A.DVNSMHM.d.106, p.178, no.700（1695/6/23―7/2）;106, p.191, no.736. な

お、18世紀初めの記録からは、ヒオス島にカトリック臣民が居住していたことが確
認でき、実際には強制移住が完遂されなかったか、あるいは帰島が許されたと考え
られる。BOA, A.DVNSMHM.d.120, p.26, no.74（1713/9/21―30）．

23） なお、カトリックに対する姿勢の変化はアルメニア人のあいだにも見られた可能
性がある。オハンジャニアンによれば、あるアルメニア人文筆家の記述は1692年前
後で変化しており、彼はそれまで親カトリックのアルメニア人に対して融和的な記
述をしていたのに対し、1692年からはカトリックを批判するようになったという。
Anna Ohanjanyan, “Creedal Controversies among Armenians in the Seventeenth-

!
!Century Ottoman Empire : Eremia Cēlēpi K‘ēōmiwrcean’s Polemical Writing

against Suk‘ias Prusac‘i,” Journal of the Society for Armenian Studies27（2020）:16,
17．

24） Aubry de La Motraye, Travels through Europe, Asia, and into Part of Africa, vol.1
（London : printed for the Author,1723）,393―394; Santus, “Sheikh ül-islam,”237―
238．

25） BOA, A.DVNSMHM.d.110, p.28, no.157（1697/5/22―31）;110, p.428, no.1941
（1698/5/11―20）．

26） BOA, A.DVNSMHM.d.110, p.217, no.973（1697/12/25―1698/1/3）;110, p.218, no.
974（1697/12/25―1698/1/3）．
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ここでは、アルメニア教会とシリア教会の信徒たちが嘆願を行うにあた
り、教皇に言及している点に注意したい。すでに述べたように、17、18世紀
に中央政府で作成されたオスマン・トルコ語文書ではたいてい、カトリック
は「フランク人の宗教／宗派」と表現された。しかし、1695年の勅令以降、
18世紀初めまでの期間には「教皇の宗教（Papa dini/milleti/mezhebi）」という
異例の表現でカトリックに言及し、宣教師を「ローマ教皇（Rim Papa）」とつ
ながりがある者たちとして批判する文書の記録が多数、見られる27）。宣教
師の活動と臣民の改宗を問題と見なす機運が高まるなかで、オスマン帝国と
敵対した宗教的権威とカトリック信仰とのつながりに注意を喚起する傾向が
見られたと言える28）。

同時期にアルメニア教会エルサレム総主教をめぐって提出された嘆願書で
は、かなり興味深い形で教皇への言及が見られる。この文書では、エルサレ
ム総主教のカトリック改宗が告発されており、この総主教は、「我々の古来
の儀礼に従ってオスマン王家の君主たちのために祈って」いた聖職者に対
し、「フランク人の教皇のために祈る」こと、カトリックに改宗することを
求めたとされている。これを受けて行われた調査の結果、エルサレム総主教
は解任された29）。実際に彼がこのような発言を行ったのか、それとも総主
教を排除しようとする聖職者たちが考え出したのかは分からないが、宗派帰

属と政治的忠誠を関連づけて論じる動きが18世紀初頭に見られたことが確認
できる。
1701年にはあらためてカトリックの布教と改宗を禁じる勅令が出されてい

る。この勅令は、エルズルムやアンカラなど、アルメニア人のカトリック改
宗が見られたアナトリア中部から東部の諸地域に発せられており、そのなか
でオスマン君主は、「教皇の宗教」に属する宣教師の布教活動が秩序を乱し
ていることを述べ、その禁止を命じ、「アルメニア人、シリア教会信徒、他
の庇護民」のうちカトリックに改宗した者たちが元の宗派に戻らない場合は
罰する旨が述べられている30）。同様の勅令は同時期に再度発せられ、その
際には正教徒にも言及されるようになり、宛先として正教徒のカトリック改
宗が見られたアレッポが追加されている31）。さらに翌年にはキプロス島の
ニコシアやヒオス島、イズミル、そしてバルカン半島の各地が宛先に加えら
れており、カトリックへの改宗と布教活動の禁止がより一般化された形で繰
り返されたことが見てとれる32）。

チェーザレ・サントゥスによれば、18世紀への転換期に見られた反カト
リック政策の背後には、帝国におけるイスラームの最高権威たるシェイヒュ
ルイスラームとして国政に影響を及ぼしていたフェイズッラー・エフェン
ディの存在があり、彼は、カトリック対策の一環として、アルメニア教会イ
スタンブル総主教にアヴェディクという人物を任命するよう画策したとい
う。総主教になる以前にアヴェディクは、地方都市エルズルムでカトリック
宣教師と対立し、フランスの外交的な介入を受けて収監された経験を有して
いた。同時期にエルズルムに住んでいたフェイズッラーはアヴェディクに目
を付け、後にシェイヒュルイスラームに返り咲いた際に、彼を総主教として
任命するようイスタンブルに来させたとされる33）。アヴェディクの任命に

27） BOA, A.DVNSMHM.d.108, p.212, no.856;110, p.28, no.157;110, p.217, no.973;
110, p.218, no.974; 110, p.428, no.1941．

28） 18世紀以降のオスマン帝国では修史官によって公式の年代記が作成されていた。
神聖同盟との戦争についての記述を含む、18世紀初頭に書かれた年代記では、キリ
スト教を守るために、ハプスブルクがすべてのキリスト教諸民族の王たちに救援を
求め、「全ナザレ人の守護者たるローマ教皇」の取り組みによって同盟が提案された
との認識が示されている。Râ id Mehmed Efendi, Tâ rîh-i Râ id ve Zeyli, vol.1, ed.
Abdülkadir Özcan et al.（Istanbul: Klasik,2013）,249．

・ !29） Ensar Köse, “Bir Hayalin Pe inde Yüz Yül: Kudüs ve Istanbul Ermeni Patrikligini
Birle tirme Çabaları（1650―1750）,” Tarih Dergisi63（2016）:58―59; BOA, AE.SMST.
II139/15427（no date）．

30） BOA, A.DVNSMHM.d111, p.626, nos.2204―2211（1701/7/18―27）．
31） BOA, A.DVNSMHM.d111, p.631, no.2224―2231（1701/7/18―27）．
32） BOA, A.DVNSMHM.d112, p.309, nos.1095―1109（1702/7/17―25）．
33） Santus,“Sheikh ül-islam,”234―242．
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関する1702年付のオスマン文書にはこうした経緯は記されていないものの、
彼の任命を求めたイスタンブルのアルメニア人たちは、アヴェディクがエル
ズルムでカトリックに改宗したアルメニア人のアルメニア教会への復帰に成
功したという功績に言及している34）。ここでは、カトリック改宗問題に対
処する能力を持つことが、総主教として適任とされる基準と見なされてい
る。対照的に、前々代の総主教メルキセテグは、カトリック改宗者に融和的
な態度を示したことを理由に1701年に解任され、収監されている。

こうしたなか、アルメニア教会イスタンブル総主教には、カトリックとつ
ながりのない人物を選ぶことが求められた。イスタンブルのアルメニア人有
力者たちは、1709年に新総主教の任命をオスマン政府に求めるにあたり、候
補者であるサハグがカトリックとは無関係であることを述べ、総主教として
適任であることを主張した。さらに彼らは、今後、サハグがカトリックと関
係を持つ、あるいはその教義に従って行動した場合、処罰を受けることまで
誓約している35）。こうした誓約をオスマン政府側が求めたのか、それとも
アルメニア人有力者たちが自発的に行ったのかは定かではないが、カトリッ
クと距離をとることが総主教となる条件と見なされていたことを確認するこ
とができる。

既存の研究は、17世紀末から18世紀初めの反カトリック政策をフェイズッ
ラーとアヴェディクの2人に帰する傾向にある36）。ただし、1703年のエ
ディルネ事件でムスタファ2世が廃位されるとともにフェイズッラーが殺害
され、また1706年にアヴェディクがフランスに拉致された後も、カトリック
への改宗と布教活動に対しては厳しい対応がとられたことは注目に値する。

そのため、世紀転換期に採用された新方針は、その後の継続性もふまえて評
価する方が適切だろう。勅令の記録簿からは、カトリックの布教と改宗を禁
じ、改宗したオスマン臣民に元の信仰に戻ることを命ずる勅令が1725年にも
帝国各地に宛てて発せられていたことが確認できる37）。また、18世紀を通
じて、アルメニア教会イスタンブル総主教はたびたびカトリック改宗者の処
罰を求めており、オスマン政府側はその都度、これに応じているのであ
る38）。

3．カピチュレーションと付き合う

ただし、オスマン政府が問題視したのはカトリックの布教とカトリックへ
の改宗という行為であり、カトリック信仰そのものを排除しようとしたわけ
ではなかったことには留意する必要がある。ハンガリー領を失ったことでカ
トリックのオスマン臣民の数は減少したとはいえ、もともとカトリックの信
徒だった臣民に対しては、オスマン帝国は17世紀末以降もその信仰を保持す
ることを容認し、貢納の支払いと引き替えに彼らの司教を公認した。1694年
に裏切り行為が見られたとされるヒオス島のカトリック臣民に対しても、そ
れ以降に司教を任命していたことを確認することができる39）。西ヨーロッ
パから流入したカトリックの信徒がオスマン領に定着し、オスマン臣民とな
ることも容認され、彼らはレヴァント人と呼ばれるようになったことも知ら
れている40）。

また、オスマン帝国は、条約やカピチュレーションで保障した宣教師の来
訪そのものを禁じることもできなかった。1699年のハプスブルクとの講和条

34） BOA, D.PSK2/48（1702/3/7）．
35） BOA, D.PSK4/41（1709/1/11）; KK.d2542,34a（1709/1/11）．

・36） Ensar Köse, “Istanbul Ermeni Patrikli i’nin Osmanlı Hükümeti’yle Münasebetler-
・ine Tesir Eden Dinamikler（18. Yüzyılın Ilk Yarısı）,” Osmanlı Medeniyeti Ara tırma-

ları Dergisi3, no.5（2017）:13; Santus, “Sheikh ül-islam”; Frazee, Catholics and Sul-
tans,179．

37） BOA, A.DVNSMHM.d.133, p.29, nos.101―116（1725/11/17―26）; Râ id, Târîh-i
Râ id, vol.3,1460．

・38） 例えば、BOA, IE.DH34/2955（1723/1/29―2/6）; KK.d2542―3, p.76（1739/5/24）．
39） BOA, D.PSK22/33（1758/6/21）．
40） Filomena Viviana Tagliaferri, “In the Process of Being Levantines: The ‘Levantini-
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約では、「ローマ教皇とつながりのある聖職者たち」に関する条項が設けら
れ、過去のカピチュレーションがその後も有効とされること、彼らの聖堂の
修復や信仰の実践が妨害されないことなどが約束された。同様の条項は、1718
年のハプスブルクとの講和条約にも盛り込まれた41）。オスマン帝国はフラ
ンスのカピチュレーションを当然ながら維持し、1740年にはフランス側にさ
らに有利な条件を認めている42）。宣教師であろうともなかろうとも、カト
リックの聖職者は外交官や商人としてオスマン領に滞在している外国人カト
リック信徒の宗教実践に必要な存在であり、ヨーロッパ諸国の人々の来訪が
増え、交流も拡大した18世紀においてはなおさらだった。布教行為を禁じる
という対応は、宣教師の来訪は認めざるをえない条件下でなされた選択だっ
た。さらに言えば、宣教師のなかには変装し、医師の格好で布教活動にあた
る者がいたことも報告されている43）。

こうしたなか、オスマン側もカピチュレーションの運用を見直すことで、
布教活動を制限しようとした。オスマン政府は、反カトリックの動きが強
まっていた1703年に、イラク地方のバスラとバグダード、そしてアナトリア
北東部のエルズルムの地方官に命令を送り、これらの地域から宣教師を排除
することを命じている。その際、こうした命令を正当化するにあたり、もと
もと「フランク人の聖職者」が居住してこなかったこれら地域に彼らが居住
することは、カピチュレーションに反しているとの根拠が示されている。た
だし、その際、聖職者を追い出すにあたって「安全に」行われること、彼ら
に害が及ばないように注意がなされていることは重要である。地方官には、

合法な形で宣教師を扱うことが求められたのである44）。
とはいえ、ガラタのように以前からカトリックの信徒が居住し、西ヨー

ロッパから商人が訪れた場所に関しては、宣教師の布教活動を取り締まるこ
とは困難だった。また、カトリック布教の担い手には外国人だけでなく、オ
スマン臣民も数多く存在した。18世紀初頭には、アナトリア中部出身のアル
メニア人でカトリックに改宗したムヒタルが修道会を立ち上げ、ヴェネツィ
アに拠点を置いて活動を開始しており、この修道会はオスマン領での布教も
行うようになっていった45）。カトリックに改宗したオスマン臣民はもとの
信仰に戻ることを命じられたが、帝国外に移動せずとも、外国の庇護のもと
でカトリック信仰を保持することができた者たちもいた。フランスはカト
リックの布教を後援する姿勢を変えておらず、18世紀初頭にはオスマン臣民
のカトリック信徒を守るべく、前述のアルメニア総主教アヴェディクを拉致
するまでに及んでいるのである46）。
18世紀には、西ヨーロッパ出身のカトリック信徒の利用が想定されたベイ

オール（ガラタ北方の高台）の聖堂を、彼らを大きく上回る数のアルメニア人
カトリック改宗者が利用していたことが知られている47）。1744年にアルメ
ニア教会イスタンブル総主教は、アルメニア人がガラタで「フランク人の聖
堂に出入りしていることは、そのあたりに住むすべてのムスリムが知り、目
にするところ」であり、これはオスマン臣民に相応しくないと見られている
ことを述べ、やめさせるようにオスマン政府に求めている。こうした要請を

zation’ of the Catholic Community of Izmir（1683―1724）,” Turkish Historical Review
7（2016）:86―112．

41） Râ id Mehmed, Târîh-i Râ id, vol.1,569,573; vol.2,1119．
42） Edhem Eldem, “Capitulations and Western Trade,” in The Cambridge History of

Turkey, vol.3, ed. Suraiya N. Faroqhi（Cambridge: Cambridge University Press,
2006）,319―321．

43） BOA, A.DVNSMHM.d.115, p.531, no.2346（1708/3/14―22）．

44） BOA, A.DVNSMHM.d.112, p.407, nos.1461―1463（1703/1/19―28）．
45） Sebouh David Aslanian, “The ‘Great Schism’ of1773: Venice and the Founding of

the Armenian Community in Trieste,” in Reflections of Armenian Identity in History
and Historiography, ed. Houri Berberian and Touraj Daryaee（［Irvine］: UCI Jordan
Center for Persian Studies,2018）,83―131．

46） アヴェディクに関して、Köse, “Bir Hayalin Pe inde,”55―71．
47） Paolo Girardelli, “Architecture, Identity, and Liminality: On the Use and Meaning

of Catholic Spaces in Late Ottoman Istanbul,” Muqarnas22（2005）:247―252．
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処理するにあたり、オスマン政府の役人は、1740年の対仏カピチュレーショ
ンを調べ、アルメニア人が「フランク人の聖堂」に出入りすることに関して
記載がないことを確認している点は興味深い48）。オスマン側はカピチュ
レーションを侵害しないという制約のもとで対応を検討せねばならなかった
のである。

この問題と関連した議論は、1761年にフランス大使が提出した口上書に見
ることができる。この口上書は、オスマン臣民のアルメニア人が「フランク
人の聖堂」に出入りすることを禁じられるなか、その取り締まりのためにオ
スマン役人が聖堂に入り込んだことに抗議する内容である。フランス大使
は、「アルメニア人隷属民に関する事柄は、わたくしめの職務にはけっして
属しておりません」と、カトリックの聖堂へのアルメニア人の出入り禁止に
ついて抗議しているわけではないとの態度を示す。ただし彼は、カピチュ
レーションに従ってオスマン役人の侵入が禁止された「免除された場所」に
聖堂が含まれることは、オスマン帝国の外交面での責任者である書記局長も
認めていることを述べ、アルメニア人の取り締まりのためであってもそこに
オスマン役人が入ることは、カピチュレーションの侵害であると主張す
る49）。この主張に対してオスマン側がその後、どのような対応を示したの
かについては明らかではないが、カピチュレーションのもとでの治外法権が
カトリック改宗者の取り締まりを困難にしたことが見てとれる。

カピチュレーションの制約があるなかで、自臣民の改宗を可能な限り阻止
するためにオスマン政府は、アルメニア教会と正教会の聖職者との協力関係
を深め、その権限を強化することで信徒に対する取り締まりを強化すること
を目指した。このことは、カトリック改宗者が比較的多かったアルメニア人
に関して特に重要だった。前節で述べたように、オスマン政府はアルメニア
教会イスタンブル総主教に関して、カトリックとつながりのない人物を条件

とするようになった。18世紀初頭以降、総主教に付与された勅許状の内容も
明らかに変化しており、総主教の管轄範囲が拡大し、オスマン役人による聖
職者への介入を禁止する条項が追加され、聖職者に対する総主教の監督権が
強化された。こうしてイスタンブル総主教は、オスマン帝国のアラブ地域を
除くアルメニア人聖職者に対して、聖職者の任免を統括し、必要に応じて処
罰し、修道院などを調査する権限を持つことになった50）。

聖職者の改宗が生じていたことに鑑みれば、カトリック改宗を防ぐために
は信徒一般に対する聖職者の統制を強化するだけでは不十分だった。このこ
とは、1714年のエルズルムの事例から見てとれる。エルズルムは、17世紀の
時点ではイスタンブル総主教の管轄外にあり、そのためこの地域のアルメニ
ア人がオスマン政府に高位聖職者の任命を求める際は、必ずしもイスタンブ
ル総主教に仲介を求める必要はなく、ムスリムの法官が司るシャリーア法廷
に依頼することができた。18世紀に入り、おそらくはカトリック改宗に対す
る統制強化の必要から、イスタンブル総主教が同地の修道院の長として高位
聖職者を派遣したが、エルズルムのアルメニア人たちは、この人物は抑圧的
であるとし、アプラハムという名の別の人物を代わりに任命することをシャ
リーア法廷を通じてオスマン政府に求めた。その際、彼らは、任命時に支払
う貢納を増額することまで申し出た。中央政府の役人が先例に倣ってアプラ
ハムの任命を認めたため、総主教はオスマン政府に抗議し、アプラハムがカ
トリックであることを主張してその任命をやめさせ、自らが選んだ候補者を
任命させることに成功した51）。1730年には総主教の勅許状に、高位聖職者
の任命に総主教の同意が必須である旨が盛り込まれるに至っている52）。こ
のように、総主教の権限強化においては、聖職者に対する統制という側面が
とりわけ重要だったのである。

48） BOA, AE.SMHD.I.105/7493（1744/3/10）．
49） BOA, AE.SMST.III.305/24346（1761/11/28）．

50） 1716、1730、1752年の勅許状に関して BOA, KK.d2542―1, p.19; KK.d2542―8,84b―
85a; KK.d2542―6,20b―21a.

51） BOA, D.PSK5/17（1714/8/7）; KK.d2542,36a.
52） BOA, KK.d2542―8,84b―85a.
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1752年付のイスタンブル総主教の勅許状では、それまで使われることのな
かった「カトリック」という言葉が二箇所で用いられている。そのうちのひ
とつは、役人がアルメニア人の聖堂や修道院を「別の宗派に従い、カトリッ
クと呼ばれる扇動者」に与えることを禁じる際に、もうひとつは、役人が

「扇動者の類」であるカトリックが犯した過ちゆえに「正しいアルメニア人
隷属民」を不当に扱うことを禁じる際に用いられている53）。どちらも、ア
ルメニア教会の信徒とカトリック改宗者を区別し、後者を敵視する内容であ
り、アルメニア総主教の処遇におけるカトリック改宗者への対策の重要性を
物語っている。

そもそも、聖職者のなかにはカトリック信仰を表向きは隠し、元の宗派の
聖職者として活動する者もおり、彼らがカトリック信仰を有しているかどう
かをオスマン役人が確認することは困難だった。それだけに、カトリックで
はない高位聖職者の協力は不可欠だったと考えられる。この点で、1782年に
見られたシリア教会総主教の処遇の変化は興味深い。シリア教会総主教が死
亡したことを受け、信徒たちはバグダードの地方官を介して後任の任命を中
央政府に求めた。このとき中央政府は、宗派は異なるものの、アルメニア教
会イスタンブル総主教に依頼し、候補者がカトリック信仰を保持しているか
どうかを調査させたところ、彼がカトリック信仰を持っていることが判明し
た。これを受けてオスマン政府は、行政上、シリア教会総主教をアルメニア
教会イスタンブル総主教の管轄下に置き、前者の任命の要望は後者の仲介を
経て中央政府に届けられるようにすることを決定した54）。経緯に鑑みれ
ば、アルメニア教会イスタンブル総主教には、シリア教会総主教候補の適格
性、とりわけカトリックではないことの確認が期待されたのは明らかであ
る。

おわりに

世界の多くの地域にとって、カトリックの世界布教は、ヨーロッパという
異文化との直接的な関係の端緒に位置する事象だった。中南米地域はこれ
を、植民地建設を目指すポルトガルとスペインの進出とともに経験した。東
アジアは商人の進出に付随し、遠来の文物をもたらす存在としてカトリック
宣教師と出会った。ムガル帝国は、キリスト教理解に関するイスラームの伝
統の上にカトリックを位置づけることができた55）。その歴史の最初期から
ヨーロッパ諸国と深い関わりを有したオスマン帝国にとって、カトリックの
世界布教は、中世以来、形づくられてきたヨーロッパ諸国とのつき合い方の
枠組みのなかに位置づけられ、外交関係を有する隣人との関係性のなかで扱
うべき事象だった。

ヴェネツィアによるヒオス島の征服以降、カトリックに対して厳しい態度
をとるようになったとしても、少なくないカトリック信徒の臣民を抱え、な
によりフランスとの友好関係を維持せねばならないオスマン帝国にとって、
東アジアで見られたような全面的な排除は選択肢にはなかった。そうしたな
か、オスマン政府が選んだのは、カピチュレーションには明示されていない
布教活動の禁止と、カトリックへの改宗を禁じるという自臣民への制約だっ
た。そして、アルメニア教会や正教会の信徒たちを取り締まるために、両教
会の高位聖職者の権限を強化することだった。ヨーロッパ諸国との関係が深
まり、来訪者も増大した18世紀において、オスマン政府は、彼らと関わりあ
う手法を深めていったのであり、その一環としてカトリックに対する新たな
方針も定着し、並行して政治権力は帝国内の諸教会との協力関係を強化して
いったのである。

53） BOA, KK.d2542―6,20b―21a.
54） BOA, KK.d2542―30, p.32（1782/8/14）．

55） 東アジアやアメリカ大陸、ムガル帝国におけるカトリック宣教の比較研究とし
て、齋藤晃編『宣教と適応―グローバル・ミッションの近世―』名古屋大学出版会、
2020年。
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こうしたなか、カトリックに改宗したオスマン臣民たちは、フランスの庇
護下にあるカトリックの聖堂を利用することもできた。1763年からイスタン
ブルのスウェーデン公使館に通訳として勤め、自らがアルメニア人のカト
リック信徒であったドーソンは、正教会とアルメニア教会の総主教の取り組
みにもかかわらず、ギリシア人やアルメニア人のカトリック信徒が外国の庇
護下にあるカトリックの聖堂に頻繁に通っていることを述べている56）。こ
こには、オスマン臣民であってもカトリックであるからフランスが庇護しう
るというように、政治的帰属と宗教的帰属が微妙に絡み合う様子があらわれ
ている。その後、宗教を利用したヨーロッパ諸国によるオスマン内政への干
渉、オスマン帝国の対外関係と宗教の連関、さらにそうしたなかでのオスマ
ン政府とアルメニア教会や正教会との協力関係は19世紀へと受け継がれてい
く。その一方でオスマン側は、18世紀末にクリミアを失って以降、同地のム
スリムを念頭に、国外のムスリムとの紐帯を主張し、宗教の政治利用を自分
のものとしていった。そしてそれは、ムスリム人口の多いアルジェリアやイ
ンド、中央アジアをヨーロッパ列強が植民地化するなかで、重みを増すこと
になるのである。

謝辞：本研究は科研費２０KK０２６６の助成を受けたものである。

56） Mouradgea d’Ohsson, Tableau Général de l’Empire Othoman, vol．5（Paris:
Firmin Didot,1824）,114．
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